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ら
れ
る
な
ど
、
本
町
の
生
態
系
に
悪

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
て

い
ま
す
。
取
り
扱
い
に
は
十
分
に
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ
を
釣
っ
て
し

ま
っ
た
ら
？

　

こ
れ
か
ら
夏
休
み
に
入
り
ま
す
。

自
由
研
究
な
ど
で
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ

を
釣
っ
て
し
ま
っ
て
も
、
特
定
外
来

生
物
は「
運
搬
」も
禁
止
さ
れ
て
い

る
の
で
、
元
に
戻
す
か
、
そ
の
場
で

処
分
す
る
な
ど
し
て
く
だ
さ
い
。

　

日
本
独
自
の
生
態
系
を
守
る
た
め
、

特
定
外
来
生
物
の
防
除
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ
の
特
徴
は
？

　

体
長
は
15
㌢
前
後
で
体
型
は
が
っ

し
り
。
第
１
胸
脚（
は
さ
み
脚
）の

可
動
肢
の
付
け
根
に
白
い
模
様
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
本
州
で
採
取
さ
れ

る
ザ
リ
ガ
ニ
の
ほ
と
ん
ど
は
ア
メ
リ

カ
ザ
リ
ガ
ニ
で
、
規
制
の
対
象
に
は

な
り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
業
務

☎（
62
）２
１
１
２

生
態
系
を
守
る
た
め
外
来

生
物
の
駆
除
を

　

ウ
チ
ダ
ザ
リ
ガ
ニ
は
、
県
内
で
は

児
童
扶
養
手
当
の
届
け
出

な
ど
に
つ
い
て

　

こ
の
手
当
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の

生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
る
た
め

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▼
支
給
対
象
者

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど

も
を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、

も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
人
。

※
子
ど
も
の
年
齢
は
、
18
歳
の
誕
生

日
を
過
ぎ
、
最
初
の
３
月
31
日
を
迎

え
る
ま
で（
中
度
以
上
の
障
が
い
が

あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

③
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る
程

度
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
子
ど
も

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い
子
ど
も

⑤
そ
の
他（
父
ま
た
は
母
が
１
年
以

上
遺
棄
し
て
い
る
子
ど
も
、
父
ま
た

は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

子
ど
も
、
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

懐
胎
し
た
子
ど
も
な
ど
）

＊
次
の
よ
う
な
場
合
、
手
当
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

子
ど
も
が

○
父
ま
た
は
母
の
死
亡
で
支
給
さ
れ

る
公
的
年
金
ま
た
は
遺
族
補
償
を
受

所
得
制
限
限
度
額
表
を
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
手
当
額（
月
額
）は

　

監
護
・
養
育
す
る
子
ど
も
の
数
や

受
給
資
格
者
の
所
得
な
ど
に
よ
り
決

め
ら
れ
ま
す
。

○
児
童
１
人
の
場
合

全
部
支
給　

４
万
１
５
５
０
円

一
部
支
給　

４
万
１
５
４
０
円
か
ら

９
８
１
０
円
ま
で
の
金
額

○
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

２
人
目　

５
０
０
０
円
、
３
人
目
以

降
１
人
に
つ
き
３
０
０
０
円

▼
手
当
を
受
け
る
手
続
き

　

次
の
書
類
を
添
え
て
保
健
福
祉
課

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
請
求
書

②
請
求
者
と
対
象
に
な
る
子
ど
も
の

戸
籍
謄
本
ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯

全
員
の
住
民
票

③
そ
の
他
必
要
な
書
類

　

所
得
制
限
限
度
額
や
必
要
な
書
類

な
ど
、
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

保
健
福
祉
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

震
災
に
よ
る
町
税
の
徴
収

猶
予
に
つ
い
て

　

今
回
の
震
災
で
、
町
税
を
一
時
に

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
徴
収

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

○
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
た

り
、
里
親
に
預
け
ら
れ
た
と
き

父
母
ま
た
は
養
育
者
が

○
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き

○
婚
姻
の
届
け
出
は
し
て
い
な
く
て

も
、
事
実
上
の
婚
姻
関
係（
内
縁
関

係
な
ど
）が
あ
る
と
き

▼
所
得
制
限

　

受
給
資
格
者
の
前
年
の
所
得（
課

税
台
帳
上
の
所
得
に
、
父
、
母
ま
た

は
子
ど
も
が
受
け
取
っ
た
養
育
費
の

８
割
を
合
算
し
た
額
）が
一
定
の
額

を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
年
度（
８

月
か
ら
翌
年
の
７
月
ま
で
）は
、
手

当
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
扶
養
義
務
者（
同
居
の
直

系
血
族
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
）な
ど
の

所
得
に
よ
る
所
得
制
限
も
あ
り
ま
す
。

の
猶
予
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
徴
収
の
猶
予
は
、
あ
く
ま
で

町
税
の
徴
収
を
一
定
期
間
猶
予
す
る

も
の
で
あ
り
、
税
額
自
体
を
減
額
す

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
対
象
税
目　

23
年
度
分
の
固
定
資

産
税
、
町
県
民
税
、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
法
人
町
民
税

②
猶
予
期
間

　

原
則
と
し
て
１
年
以
内

③
申
請
時
期　

随
時

④
申
請
方
法　

　

税
務
課
収
納
業
務
で
受
け
付
け

※
申
請
に
あ
た
っ
て
は
納
付
計
画
な

ど
の
相
談
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

収
納
業
務

☎（
62
）２
１
１
３

「
い
な
わ
し
ろ
聖
苑
」の
修

繕
工
事
を
実
施

　

老
朽
化
に
伴
う
、
い
な
わ
し
ろ
聖

苑
火
葬
炉
の
修
繕
工
事
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
７
月
15
日
か
ら
７
月
31
日

ま
で
は
、
使
用
で
き
る
火
葬
炉
が
１

基
に
な
り
、
火
葬
の
受
け
付
け
も
１

日
２
件
ま
で
に
な
り
ま
す
。
ご
不
便

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

工
事
期
間
中
の
受
け
付
け
は
、
町

内
の
人
だ
け（
町
内
へ
の
避
難
者
を

含
む
）に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

☎（
62
）２
１
１
４

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

生　

活

地
域
の
生
態
系
に
被
害
を
及
ぼ
す
生

物
の
こ
と
で
す
。

　

特
定
外
来
生
物
を
保
管
し
た
り
、

飼
育
し
た
り
、
別
な
場
所
に
運
搬
し

た
り
、
誰
か
に
譲
っ
た
り
、
譲
り
受

け
た
り
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
県
の
調
査
で
は
、

猪
苗
代
湖
か
ら
も
目
撃
情
報
が
寄
せ

小
野
川
湖
や
桧
原
湖（
北
塩
原
村
）

な
ど
で
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
る
特

定
外
来
生
物
で
す
。

　

特
定
外
来
生
物
と
は
、
も
と
も
と

そ
の
地
域
に
生
息
し
て
い
な
か
っ
た

外
来
生
物
の
う
ち
、「
特
定
外
来
生

物
防
止
法
」で
指
定
さ
れ
た
も
の
を

言
い
ま
す
。
在
来
の
生
物
を
補
食
し
、

お
願
い

【後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について】
　住民税非課税の世帯に属している後期高齢者医療被保険者は「後期高齢者医療限度
額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院したときの負
担が軽減されます。現在入院している人、またはこれから入院を予定している人は、
認定証の申請手続きができます。申請した月の初日から適用されます。

ウチダザリガニは、持ち帰り
家で飼育することも禁止です。

区　分 １カ月あたりの窓口負担限度額 １食あたり

認
定
証
な
し

現役並み所得者
（課税所得145万円以上）

81,000 円＋（かかった医療費－267,000 円）×１％
（12カ月のうち４回目以降は 44,400 円）

260 円

一　　　般 44,400 円

認
定
証
あ
り

区　分　２
（住民税非課税世帯）

24,600 円
90 日までの入院

210 円
91 日以上の入院

160 円

区　分　１
（住民税非課税世帯）

15,000 円 100 円

【認定証の申請に必要になるもの】
ア　後期高齢者医療被保険者証 　　イ　印鑑
ウ　過去１年以内に入院したときの領収書や入院証明書など（91 日以上入院の場合）
エ　現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
※ウとエは、該当する人だけ持ちください。
【注意事項】
　入院の際は、必ず認定証と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。提
示しない場合は減額されません（「一般」と同じ負担となります）。また、継続して入
院の場合は、月に一度は医療機関の窓口に提示してください。 
　認定証を医療機関の窓口に提示した月の初日から減額されます。前月以前にさかの
ぼって減額することはできません。
　　　　　　　　　　　■問い合わせ先　町民生活課　国保年金業務　☎（62）2114

※入院日数が 91日以上になった場合は、長期入院認定のために再度申請をしてください。

※

【入院時の窓口負担限度額と食事代】

扶養親族
などの数

本　　人 扶養義務者
の限度額全部支給 一部支給

０人 190,000 1,920,000 2,360,000
１人 570,000 2,300,000 2,740,000
２人 950,000 2,680,000 3,120,000
３人 1,330,000 3,060,000 3,500,000
４人 1,710,000 3,440,000 3,880,000
５人 2,090,000 3,820,000 4,260,000

所得制限限度額表 （単位：円）


